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バイオフィジオロジー研究会 会則 

 

 第１章総則 

第１条：本会はバイオフィジオロジー研究会と呼称する。 

第２条：本会は事務局を京都大学医学部附属病院呼吸器内科に置く。 

    

 第２章 目的および事業 

第３条：本会は細胞レベルのミクロな解析と臓器レベルのマクロな解析を生物

生理学として統合し、その成果を臨床に還元することを目的とする。 

第４条：本会は前条の目的を達成するために以下の事業を行う。 

 １．研究発表会、学術講演会などの開催 

 ２．研究会誌の発行 

 ３．国内・国際交流 

 ４．その他、本会の目的達成に必要と認められた事業 

    

 第３章 会員 

第５条：本会は会員制とし、会員は本会の目的達成に協力するもので以下の通

りとする。 

 １．正会員 

 ２．賛助会員 

第６条：正会員は会費を納入する個人とする。 

第７条：賛助会員は本会の目的に賛同し、かつ事業を維持するための助成金を

納める団体または個人とする。 

第８条：本会に入会を希望するものは会費を添えて本会事務局に申し込むもの

とする。 

第９条：会員の推薦があれば会員以外のものも本会主催の研究発表会、学術講

演会に自由に参加できる。 

 

 第４章 役員等 

第１０条：本会は事業遂行のために以下の役員を置く。 

  １．代表世話人若干名 

  ２．世話人若干名 

  ３．幹事若干名 

 



 

 

 

第１１条：上記役員が役員会を構成する。 

第１２条：代表世話人、世話人は本会の運営を具体的に遂行する。 

第１３条：幹事の中に編集幹事を若干名置く。編集幹事は研究会誌の編集、発

行に関する業務を行う。 

第１４条：幹事の中に会計幹事を若干名置く。会計幹事は本会の事業遂行に 

必要な経費出納に関する業務を行う。 

第１５条：役員の追加、削除に関しては役員会の審議で決定する。 

第１６条：本会に、顧問を若干名、置くことができる。顧問は、重要な事項に

ついて、代表世話人の諮問に応じ、又は意見を述べることが出来る。 

 

 第５章 会議 

第１７条：本会は年１回研究発表会を開催する 

第１８条：本会は学術講演会を適宜開催する。 

第１９条：本会の運営に関する細目は役員会で決定する。 

第２０条：代表世話人、世話人は役員会を適宜開催し必要事項の審議を行う。 

 

 第６章 会計 

第２１条：本会の事業遂行に関する経費は会費、各種補助金、寄付金その他を

もってこれに充てる。 

第２２条：会計年度は毎年１月１日より始まり１２月３１日に終わる。 

第２３条：会費の年額は役員会で決定する。 

第２４条：本会会費は年額 

   正会員  3,000 円 

   賛助会員   50,000 円（一口）以上とする。 

 

    第７章 会則 

第２５条：本会会則を変更するには出席者の３分の２以上の同意を得て評決さ

れることを要する。 

第２６条：本会会則に疑義が生じた場合には役員会の解釈による。 

 

      附則 

１：本会則は、平成 14 年 2 月 24 日から施行する。 

２：本会則は、令和 2年 2月 21 日一部改訂して施行する。 

 


